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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第12期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第13期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第12期

会計期間

自　平成21年
　　１月１日
至　平成21年
　　３月31日

自　平成22年 
　　１月１日 
至　平成22年 
　　３月31日

自　平成21年 
　　１月１日 
至　平成21年 
　　12月31日

売上高 (千円) 676,119 760,4102,831,580

経常利益 (千円) 43,690 98,734 160,534

四半期(当期)純利益 (千円) 25,010 77,562 110,453

純資産額 (千円) 431,180 428,041 495,719

総資産額 (千円) 1,586,2681,907,0281,853,554

１株当たり純資産額 (円) 34,946.3127,079.9831,834.06

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 1,866.025,238.586,992.96

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 26.1 21.0 25.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △23,909 23,315 199,306

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △266,140 38,112△336,747

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 41,696 △19,160 136,845

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 604,579 894,603 852,336

従業員数 (名) 109 113 114

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　 ２．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

 

　

３ 【関係会社の状況】

平成22年１月15日付で下記の会社を設立しております。

名称 住所
資本金又は
出資金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
又は被所有
割合(％)

関係内容

(連結子会社) 　 　 　 　 　

株式会社カヨトコ
(注)２

東京都品川区 10,000
コ ミ ュ ニ
ティ事業

所有
100.0

サイト運営の受託先

株式会社ＭＧＲ
(注)２

東京都品川区 10,000
コ ミ ュ ニ
ティ事業

100.0サーバー管理等

(注) １　「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２　特定子会社であります。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年３月31日現在

従業員数(名)
113
(149)

(注) 　  従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数(契約社員、パートタイマーを含みます。）は当第１四半期連結会計

期間の平均人員を(　)内に外数で記載しております。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年３月31日現在

従業員数(名)
48

(132)

(注) 　　従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数(契約社員、パートタイマーを含みます。）は当第１四半期会計期間

の平均人員を(　)内に外数で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　　　該当事項はありません。

　
(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

コミュニティ事業 ― ― ― ―

受託開発事業 382,685 90.9 218,007 176.6

その他事業 ― ― ― ―

合計 382,685 90.9 218,007 176.6

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　コミュニティ事業及びその他事業については、受注の規模を金額あるいは数量で示すことが馴染まないため記

載しておりません。

　

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)
前年同四半期比
（％）

コミュニティ事業 409,692 19.8

受託開発事業 346,667 5.8

その他事業 4,050 △38.3

合計 760,410 12.5

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

　

相手先

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

伊藤忠テクノソリュー
ションズ株式会社

269,061 39.7 258,980 34.1

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについては重要な変更はありません。
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３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

　

　（１）経営成績の分析

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済状況は、世界的な景気後退局面から一部に持ち直しの兆し

が見られるものの、雇用情勢の悪化や設備投資の低迷など、依然として厳しい状況が続いております。そのよ

うな中、当社をとりまくインターネットビジネス市場は、ケータイ白書2010（一般社団法人モバイル・コンテ

ンツ・フォーラム監修）によると、パソコン向けサービスの利用人口拡大は爛熟期をむかえつつあるものの、

モバイルビジネスにおいては市場規模が1兆3524億円と、引き続き117％の成長を示しております。中でも2008

年の「iPhone 3G」の発売を機に、スマートフォン利用率は昨年の2.6％から4.0％へと順調に上昇し、スマー

トフォン市場を含めたインターネットビジネス市場は、引き続き拡大傾向が見込まれています。 

　このような状況のもと、当社グループは、パッケージ販売の強化、SNS・掲示板監視による健全サイト運営の

徹底化、ソリューションラインナップの充実に努め、事業の拡大を図って参りました。 

　当第１四半期連結会計期間の業績は、コミュニティ事業におけるコミュニティサイトのリニューアルの受託

が堅調に推移いたしました。また、受託開発事業においては、既存顧客の年度末の影響により納品が集中いた

しました。この結果、売上高は、760,410千円と前年同四半期と比べ84,290千円(12.5％）の増収となりました。

営業損益については、人材増加に伴う人件費の増加の影響はあったものの引き続き開発業務の内製化に取り

組み原価率の減少に貢献いたしました。その結果、営業利益は、101,120千円と前年同四半期と比べ39,089千円

(63.0％)の増益、経常利益は、98,734千円と前年同四半期と比べ55,044千円(126.0％)の増益、四半期純利益

は、77,562千円と前年同期と比べ52,552千円(210.1％)の増益となりました。

　

①コミュニティ事業

コミュニティ事業におきましては、パッケージ商品である企業向けSaaS型SNSエアリーシリーズ、学校裏

サイト・ネットいじめ対策コンサルティングサービス「スクールガーディアン」、モバイルコンテンツ配

信システム「モバリスト」及びブログ・SNS・掲示板などの24時間投稿監視業務などが属しております。中

でもモバイルコンテンツ配信システム「モバリスト」は、前年に比べ堅調に推移いたしました。また、SaaS

型内定者フォローSNS「フレッシャーズ」は、2011年度入社向けの販売を開始し、携帯電話からのアクセス

増加を受けてモバイル版の大幅なリニューアルを行いました。 

　学校裏サイト・ネットいじめ対策コンサルティングサービス「スクールガーディアン」は、継続して自治

体の学校裏サイト対策事業に取り組んでおります。 

　この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高については、サイトリニューアルの受託が増加し、

またフレッシャーズの契約更新が順調に推移したことにより412,087千円(前年同期比20.5％増)となり、営

業損益は63,886千円(前年同期比6.7％増)の利益となりました。

　

②受託開発事業

受託開発事業におきましては、厳しい経済状況の中、顧客内での弊社の体制維持の確保に尽力いたしまし

た。また、当第１四半期連結会計期間は、顧客の年度末となることから納品が集中し、予算を上回る売上高及

び営業利益で推移いたしました。この結果、売上高は366,137千円(前年同期比8.4％増)となり、営業損益は

39,223千円(前年同期比8.5％増)の利益となりました。
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③その他事業

その他事業につきましては、子会社の経営管理業務等の他、コミュニティサイト以外のサイト運営及び

サーバー回線の貸与等のランニング収益が前年と同水準で推移した結果、売上高35,850千円(前年同期比

9.4％減)、営業損益は26,908千円(前年同期比11.3％減）の利益となりました。

　

（２）財政状態の分析

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.1％増加し、1,708,613千円となりました。これは、主に仕掛品が

60,751千円増加し、前渡金が19,950千円減少したことなどによります。固定資産は、前連結会計年度末に比

べて9.8％増加し198,414千円となりました。これは、のれんが13,585千円増加したことによるものでありま

す。この結果、総資産は、前連結会計年度に比べて2.9％増加し、1,907,028千円となりました。

 (負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.1％増加し1,006,485千円となりました。これは、一年内返済予

定長期借入金が27,035千円及び未払金が35,544千円増加したことによるものであります。固定負債は、前連

結会計年度に比べて20.7％増加し472,502千円となりました。これは、社債43,100千円及び長期借入金

38,014千円が増加したことによるものであります。この結果、負債合計は、前連結会計年度に比べて8.9％増

加し、1,478,987千円となりました。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度に比べて13.7％減少し、428,041千円となりました。これは、利益剰余金が

四半期純利益77,562千円により増加したこと及び配当金によりその他資本剰余金が　148,060千円減少した

ことによるものであります。

　

　

（３）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結

会計年度と比べ42,267千円増加し、894,603千円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、23,315千円(前年同期は23,909千円の支出)となりました。主な増加要因

は、税金等調整前四半期純利益99,475千円、仕入債務の増加額61,035千円であり、主な減少要因は、たな卸資

産の増加額60,751千円及び前受金の減少額37,503千円、法人税等の支払額28,438千円であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得られた資金は、38,112千円(前年同期は266,140千円の支出)となりました。この主な要

因は、定期預金の払い戻しによる収入100,390千円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、19,160千円(前年同期は41,696千円の収入)となりました。この主な要因

は、配当金の支払いによる支出121,870千円及び長期借入金の返済による支出84,951千円などの減少要因

と、長期借入金による収入150,000千円の増加要因によるものであります。

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要

　な変更及び新たに生じた課題はありません。

　

（５）研究活動

　該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに設備計画の完了はありません。

　また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 68,686

計 68,686

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年５月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 18,041 18,041
名古屋証券取引所
セントレックス

(注)１、２

計 18,041 18,041 ― ―

(注) １　完全議決権株式であり、権利の内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

　　 ２　単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。

　　 ３　「提出日現在発行数」欄には、平成22年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権（旧商法

　に基づく新株引受権を含む）の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　

　　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権

①　(平成14年８月28日定時株主総会決議)

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数 　25個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 　32株(注)１(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 76,924円(注)３

新株予約権の行使期間
平成16年10月１日から
平成23年９月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額

発行価格　    　76,924円
資本組入額　　　38,462円

新株予約権の行使の条件

権利行使時において当社の取締役又は従業員であるこ
とを要します。但し、取締役が任期満了により退任した
場合は権利行使可能です。又、権利者の相続人も行使可
能です。その他の条件は当社と被付与者との間で締結
する契約に定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入は認めません。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

(注) １　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理

由により権利を喪失したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。

２　新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を

調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てます。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(１円未満の端数は切り上げる。)

　
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
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②　(平成15年４月１日臨時株主総会決議)

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数 　10個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 13株(注)１(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 76,924円(注)３

新株予約権の行使期間
平成17年５月１日から
平成24年４月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額

発行価格　   　76,924円 
資本組入額　　　38,462円

新株予約権の行使の条件

権利行使時において当社子会社の取締役又は従業員で
あることを要します。但し、取締役が任期満了により退
任した場合は権利行使可能です。又、権利者の相続人も
行使可能です。その他の条件は当社と被付与者との間
で締結する契約に定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入は認めません。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

(注) １　新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失

したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。

２　新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を

調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てます。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(１円未満の端数は切り上げます。)

　
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数

　

EDINET提出書類

株式会社ガイアックス(E05497)

四半期報告書

10/38



③　(平成17年１月31日臨時株主総会決議)

区分
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年３月31日)

新株予約権の数 　79個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 102株(注)１(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 115,385円(注)３

新株予約権の行使期間
平成19年３月１日から
平成26年２月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額

発行価格　　 　115,385円
資本組入額　　　57,693円

新株予約権の行使の条件

権利行使時において役員又は従業員であることを要し
ます。但し、役員が任期満了により退任した場合は権利
行使可能です。又、権利者の相続人も行使可能です。そ
の他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に
定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入は認めません。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

(注) １　新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失

したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。

２　新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を

調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てます。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(１円未満の端数は切り上げます。)

　
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
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④　(平成17年８月29日定時株主総会決議)

区分
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年３月31日)

新株予約権の数 42個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 54株(注)１(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 335,516円(注)３

新株予約権の行使期間
平成19年10月１日から
平成26年９月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額

発行価格　　　　335,516円
資本組入額　　　167,758円

新株予約権の行使の条件

権利行使時において役員又は従業員であることを要し
ます。但し、役員が任期満了により退任した場合は権利
行使可能です。又、権利者の相続人も行使可能です。そ
の他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に
定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入は認めません。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

(注) １　新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失

したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。

２　新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を

調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てます。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(１円未満の端数は切り上げます。)

　
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
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会社法の規程に基づく新株予約権

⑤　(平成18年８月30日定時株主総会決議)

区分
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年３月31日)

新株予約権の数 70個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 91株(注)１(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 230,770円(注)３

新株予約権の行使期間
平成20年９月１日から
平成22年８月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額

発行価格　　　　230,770円
資本組入額　　　115,385円

新株予約権の行使の条件

取締役又は執行役、関係会社の取締役及び監査役は任
期満了の時まで在任すること、従業員並びに関係会社
の従業員は権利行使時まで引き続き取締役、執行役、監
査役若しくは従業員であることを要します。また権利
者の相続人も行使可能です。その他の条件は当社と被
付与者との間で締結する契約に定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入は認めません。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

(注) １　新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失

したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。

２　新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を

調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てます。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(１円未満の端数は切り上げます。)

　
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
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⑥　(平成19年３月29日定時株主総会決議)

区分
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年３月31日)

新株予約権の数 11個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 14株(注)１(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 230,770円(注)３

新株予約権の行使期間
平成21年７月１日から
平成23年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額

発行価格　　　　230,770円
資本組入額　　　115,385円

新株予約権の行使の条件

権利行使時において、当社又は当社の関係会社の役員
又は従業員であることを要します。但し、役員が任期満
了により退任した場合は権利行使可能です。又、権利者
の相続人も行使可能です。その他の条件は当社と被付
与者との間で締結する契約に定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要するものとし
ます。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

(注) １　新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失

したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。

２　新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を

調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てます。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(１円未満の端数は切り上げます。)

　
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
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⑦　(平成20年３月28日定時株主総会決議)

区分
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年３月31日)

新株予約権の数 623個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 809株(注)１(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 44,117円(注)３

新株予約権の行使期間
平成22年４月２日から
平成24年４月１日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額

発行価格　　　　44,117円
資本組入額　　　22,059円

新株予約権の行使の条件

権利行使時において、当社又は当社の関係会社の役員
又は従業員であることを要します。但し、役員が任期満
了により退任した場合は権利行使可能です。又、権利者
の相続人も行使可能です。その他の条件は当社と被付
与者との間で締結する契約に定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要するものとし
ます。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

(注) １　新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失

したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。

２　新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を

調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てます。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(１円未満の端数は切り上げます。)

　
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
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⑧　(平成20年３月28日定時株主総会決議)

区分
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年３月31日)

新株予約権の数 333個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 432株(注)１(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 44,117円(注)３

新株予約権の行使期間
平成23年４月２日から
平成25年４月１日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額

発行価格　　　　44,117円
資本組入額　　　22,059円

新株予約権の行使の条件

権利行使時において、当社又は当社の関係会社の役員
又は従業員であることを要します。但し、役員が任期満
了により退任した場合は権利行使可能です。又、権利者
の相続人も行使可能です。その他の条件は当社と被付
与者との間で締結する契約に定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要するものとし
ます。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

(注) １　新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失

したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。

２　新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を

調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てます。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(１円未満の端数は切り上げます。)

　
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
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⑨　(平成21年３月30日定時株主総会決議)

区分
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年３月31日)

新株予約権の数 293個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 381株(注)１(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 42,122円(注)３

新株予約権の行使期間
平成23年４月２日から
平成25年４月１日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額

　　   発行価格　    42,122円       
資本組入額　　21,061円

新株予約権の行使の条件

権利行使時において、当社又は当社の関係会社の役員
又は従業員であることを要します。但し、役員が任期満
了により退任した場合は権利行使可能です。又、権利者
の相続人も行使可能です。その他の条件は当社と被付
与者との間で締結する契約に定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要するものとし
ます。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

(注) １　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理

由により権利を喪失したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。

２　新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を

調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てます。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(１円未満の端数は切り上げます。)

　
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
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⑩　(平成22年３月30日定時株主総会決議)

区分
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年３月31日)

新株予約権の数 300個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 300株(注)１(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 53,000円(注)３

新株予約権の行使期間
平成24年３月31日から
平成26年３月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額

 　　  発行価格　    53,000円       　　　　　　　資本組入
額　　26,500円

新株予約権の行使の条件

権利行使時において、当社又は当社の関係会社の役員
又は従業員であることを要します。但し、役員が任期満
了により退任した場合は権利行使可能です。又、権利者
の相続人も行使可能です。その他の条件は当社と被付
与者との間で締結する契約に定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要するものとし
ます。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

(注) １　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理

由により権利を喪失したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。

２　新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を

調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てます。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(１円未満の端数は切り上げます。)

　
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
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(3) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年３月31日 ― 18,041 ― 100,000 ― ―

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成21年12月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成21年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式　 3,235 ―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式　14,806 14,806
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

発行済株式総数 18,041 ― ―

総株主の議決権 ― 14,806 ―

(注)　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が18株含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

平成21年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ガイアックス

東京都品川区
西五反田１－21－８

3,235 ― 3,235 17.93

計 ― 3,235 ― 3,235 17.93
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
１月 ２月 ３月

最高(円) 44,50045,00078,000

最低(円) 40,50040,00040,350

(注)　株価は、名古屋証券取引所セントレックスにおけるものであります。

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間(平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の四半期連結

財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間(平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び当

第１四半期連結累計期間(平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表

規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間(平成21年１月１

日から平成21年３月31日)に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間(平成22年１月１日

から平成22年３月31日まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成22年１月１日から平成22年３月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、ビーエー東京監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※２
 1,220,272

※２
 1,237,615

受取手形及び売掛金 362,464 360,789

有価証券 10,000 －

仕掛品 65,285 4,533

繰延税金資産 18,548 18,627

その他 33,406 52,780

貸倒引当金 △1,365 △1,537

流動資産合計 1,708,613 1,672,809

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 17,153 18,006

工具、器具及び備品（純額） 19,920 20,983

有形固定資産合計 ※１
 37,074

※１
 38,990

無形固定資産

ソフトウエア 3,522 3,860

のれん 43,766 30,180

その他 145 145

無形固定資産合計 47,434 34,186

投資その他の資産

投資有価証券 8,233 7,361

敷金及び保証金 54,492 54,492

繰延税金資産 2,729 2,729

その他 53,070 47,572

貸倒引当金 △4,619 △4,587

投資その他の資産合計 113,906 107,568

固定資産合計 198,414 180,745

資産合計 1,907,028 1,853,554
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 198,100 137,064

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 ※２
 211,949

※２
 184,914

1年内償還予定の社債 137,550 141,300

未払費用 68,336 87,237

預り金 46,811 63,200

未払法人税等 22,066 28,591

その他 121,671 124,138

流動負債合計 1,006,485 966,447

固定負債

社債 185,900 142,800

長期借入金 ※２
 254,202

※２
 216,188

その他 32,400 32,400

固定負債合計 472,502 391,388

負債合計 1,478,987 1,357,835

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 375,100 523,160

利益剰余金 66,402 △11,159

自己株式 △139,936 △139,936

株主資本合計 401,566 472,064

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △620 △729

評価・換算差額等合計 △620 △729

新株予約権 27,095 24,384

純資産合計 428,041 495,719

負債純資産合計 1,907,028 1,853,554
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22年３月31日)

売上高 676,119 760,410

売上原価 397,199 421,620

売上総利益 278,919 338,789

販売費及び一般管理費合計 ※１
 216,888

※１
 237,669

営業利益 62,031 101,120

営業外収益

受取利息 659 490

助成金収入 － 1,676

雑収入 1,596 229

営業外収益合計 2,255 2,396

営業外費用

支払利息 2,376 2,664

支払保証料 210 226

支払手数料 12,835 －

社債発行費 4,817 1,689

その他 357 201

営業外費用合計 20,596 4,782

経常利益 43,690 98,734

特別利益

過年度支払手数料修正益 8,309 －

貸倒引当金戻入額 － 141

償却債権取立益 － 600

特別利益合計 8,309 741

特別損失

固定資産除却損 229 －

特別損失合計 229 －

税金等調整前四半期純利益 51,770 99,475

法人税、住民税及び事業税 26,760 21,913

法人税等合計 26,760 21,913

四半期純利益 25,010 77,562
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 51,770 99,475

減価償却費 3,480 3,434

のれん償却額 9,517 11,695

株式報酬費用 4,813 2,711

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,130 △141

受取利息及び受取配当金 △659 △490

支払利息 2,376 2,664

固定資産除却損 229 －

社債発行費 4,817 1,689

支払手数料 12,835 －

売上債権の増減額（△は増加） △15,052 △1,729

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,505 △60,751

前受金の増減額（△は減少） △16,288 △37,503

預り金の増減額（△は減少） △15,303 △16,389

未払金の増減額（△は減少） △2,487 9,354

仕入債務の増減額（△は減少） 2,899 61,035

未払費用の増減額（△は減少） △19,981 △17,859

未払消費税等の増減額（△は減少） 771 △9,368

その他 4,374 6,781

小計 12,476 54,609

利息及び配当金の受取額 568 973

利息の支払額 △5,040 △3,828

法人税等の支払額 △31,913 △28,438

営業活動によるキャッシュ・フロー △23,909 23,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

事業譲受による支出 － △5,331

定期預金の払戻による収入 － 100,390

定期預金の預入による支出 △263,009 △55,280

有形固定資産の取得による支出 △1,225 △1,179

長期貸付けによる支出 △3,400 －

長期貸付金の回収による収入 1,495 1,642

その他 － △2,128

投資活動によるキャッシュ・フロー △266,140 38,112
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000 －

長期借入れによる収入 130,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △59,866 △84,951

配当金の支払額 － △121,870

社債の発行による収入 195,182 98,310

社債の償還による支出 △198,750 △60,650

自己株式の取得による支出 △112,035 －

その他の支出 △12,835 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 41,696 △19,160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △248,353 42,267

現金及び現金同等物の期首残高 852,932 852,336

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 604,579

※
 894,603
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

　該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年１月１日　至平成22年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項の変更

(1)連結の範囲の変更

　当第１四半期連結会計期間より、新たに設立した株式会社カヨトコ及び株式会社MGRを連結の範囲に含めており

ます。

 (2)変更後の連結子会社の数

６社

２　のれん及び負ののれんの償却方法の変更

　これまで、のれんの償却については５年間の均等償却としておりましたが、当第１四半期連結会計期間より投
資効果の発現する期間を見積り、５年以内の当該期間において均等償却を行っております。これによる損益に与
える影響は軽微であります。

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間 

(自　平成22年１月１日　至平成22年３月31日)

１　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間案分して算定する方法に

よっております。

２　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間 

(自　平成22年１月１日　至平成22年３月31日)

１　税金費用の計算

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実行税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実行税率を乗じて計算しております。なお、法

人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末
(平成21年12月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 62,759千円

 
※２　担保に供している資産は次のとおりでありま
　　す。

　現金及び預金 10,024千円

 
　　　担保付債務は次のとおりであります。

一年内返済予定の長期借入金 16,800千円

長期借入金 33,200千円

 
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取
引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。 
　当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約に
係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
 
当座貸越限度額総額　　　　　　　　 200,000千円 
借入実行残高　　　　　　 　　　　　200,000千円　　 
差引額　　　　　　　　　　　　　　        ０円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 59,663千円

 
※２　担保に供している資産は次のとおりでありま 
　　す。

　現金及び預金 10,000千円
 
　　　担保付債務は次のとおりであります。

一年内返済予定の長期借入金 16,500千円

　 　
 
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取
引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。 
　当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未
実行残高等は次のとおりであります。
 
当座貸越限度額総額　　　　　　　 　200,000千円
借入実行残高　　　　　　　　　　　 200,000千円　　
差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　　０円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日 
 至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間 
(自　平成22年１月１日 
至　平成22年３月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び

　　金額は次の通りであります。　　　

役員報酬 24,516千円

給与及び手当 87,720千円

貸倒引当金繰入 1,034千円

　

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び 

　　金額は次の通りであります。　　　

役員報酬 26,956千円

給与及び手当 102,035千円

　 　
　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第１四半期連結累計期間 
(自　平成21年１月１日 
至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間 
(自　平成22年１月１日 
至　平成22年３月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 939,614千円

預入期間が３か月超の定期預金 △335,034千円

現金及び現金同等物 604,579千円
 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,220,272千円

有価証券 10,000千円

　　　　　　計 1,230,272千円

預入期間が３か月超の定期預金 △335,668千円

現金及び現金同等物 894,603千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年３月31日)及び当第１四半期連結累計期間(自　平成22年１月１日　

至　平成22年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 18,041

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 3,235

　

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株)
当第１四半期連結 　　会

計期間末残高
(千円)

提出会社

平成18年ストックオ
プションとしての新
株予約権

─ ─ 1,546

平成19年ストックオ
プションとしての新
株予約権

─ ─ 100

平成20年ストックオ
プションとしての新
株予約権

─ ─ 14,341

平成20年ストックオ
プションとしての新
株予約権

― ─ 6,947

平成21年ストックオ
プションとしての新
株予約権

─ ─ 3,781

平成22年ストックオ
プションとしての新
株予約権

─ ─ 377

合計 ─ 27,095

　

　
４　配当に関する事項

　(1）配当金支払額

  平成22年２月10日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

（イ）配当金の総額　　　　　　　　148,060千円 

（ロ）配当の原資　　　　　　　　　その他資本剰余金

（ハ）１株当たり配当額　　　　　　10,000円 

（ニ）基準日　　　　　　　　　　　平成21年12月31日 

（ホ）効力発生日　　　　　　　　　平成22年３月12日

　

(2)基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力

発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　該当事項はありません。
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５　株主資本の著しい変動に関する事項

　平成22年３月12日、上記に記載の配当を行いました。この結果、当第１四半期連結会計期間においてその

他の資本剰余金が148,060千円減少し、当第１四半期連結会計期間末においてその他資本剰余金が

190,111千円となっております。

　

(リース取引関係)

著しい変動がないため、該当事項はありません。

　

(有価証券関係)　

　　著しい変動がないため、該当事項はありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

１．費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費の株式報酬費用　　　2,711千円

　

２．付与したストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成22年３月30日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役及び執行役　 ９名　 当社従業員　 62名
子会社取締役 ２名　 子会社従業員 ２名

株式の種類及び付与数　(株） 普通株式　300

付与日 平成22年３月30日

権利確定条件
付与日から権利確定日まで継続して勤務していること、取締
役及び執行役等は任期満了の時まで在任すること。

対象勤務期間 平成22年３月31日～平成24年３月30日

権利行使期間 平成24年３月31日～平成26年３月30日

権利行使価格　(円） 53,000

付与日における公正な評価単価（円） 28,897
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(企業結合等関係)

　当第１四半期連結会計期間(自　平成22年１月１日　至平成22年３月31日)

　　　パーチェス法の適用

　当社は、平成22年２月25日をもって、株式会社ドリコムより法人向けブログパッケージ事業を譲受ました。

１．事業譲受相手企業の名称及び事業の内容、事業譲受を行った主な理由、事業譲受日、企業結合の法的形

式

　(1)事業譲受相手企業の名称及び事業の内容

　　株式会社ドリコム

　　法人向けブログパッケージ事業

　(2)事業譲受を行った主な理由

　　コミュニティソリューションの拡充及び顧客数の増加を図り、既存事業との相乗効果によりク

　　ライアントに対し一層付加価値の高いサービスを提供するため

　(3)事業譲受日

　　平成22年２月25日

　(4)企業結合の法的形式 

　　事業譲受 

　２．四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる取得した

　　事業の業績の期間

　　平成22年２月25日から平成22年３月31日まで

　３．取得した事業の取得原価及びその内訳

　　取得の対価　　　　　25,281千円

　　取得原価　　　　　　25,281千円　

　４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

　　(1)のれんの金額

　　　 25,281千円

　　(2)発生原因

　　　 今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したもの。

　　(3)償却方法及び償却期間

　　　 ２年間の定額法により償却　　

　５．企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当四半期連結累計期間に係

　　る四半期連結損益計算書におよぼす影響の概算額

　　　影響は軽微であります。

　　　なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。　　
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)

　

　
コミュニ
ティ事業
(千円)

受託開発
事業
(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

341,915327,635 6,568 676,119 ― 676,119

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― 10,066 33,000 43,066(43,066) ―

計 341,915337,70139,568719,185(43,066)676,119

営業利益 59,882 36,149 30,353126,384(64,353)62,031

(注) １　事業区分の方法

サービスの種類・性質、販売市場の類似性等により、コミュニティ事業、受託開発事業、その他事業に区分し

ております。

２　各区分に属する主要な製品

コミュニティ事業・・・・ブログ、ＳＮＳ、ライセンス販売など提供ソフトウェアのカスタマイズ等コミュ

ニティにかかるソリューションの提供

受託開発事業・・・・・・システム開発業務

その他事業・・・・・・・上記以外の付随事業及び子会社経営指導

　

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

　

　
コミュニ
ティ事業
(千円)

受託開発
事業
(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

409,692346,667 4,050 760,410 ― 760,410

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

2,394 19,470 31,800 53,664(53,664) ―

計 412,087366,13735,850814,074(53,664)760,410

営業利益 63,886 39,223 26,908130,018(28,897)101,120

(注) １　事業区分の方法

サービスの種類・性質、販売市場の類似性等により、コミュニティ事業、受託開発事業、その他事業に区分し

ております。

２　各区分に属する主要な製品

コミュニティ事業・・・・ブログ、ＳＮＳ、ライセンス販売など提供ソフトウェアのカスタマイズ等コミュ

ニティにかかるソリューションの提供

受託開発事業・・・・・・システム開発業務

その他事業・・・・・・・上記以外の付随事業及び子会社経営指導
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【所在地別セグメント情報】

　前第１四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)及び当第１四半期連結累計期

間(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

　

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　

　

【海外売上高】

　前第１四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)及び当第１四半期連結累計期

間(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

　

　　連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

　

１　１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末
(平成21年12月31日)

　 　

1株当たり純資産額 27,079.98円
　

　 　

1株当たり純資産額 31,834.06円
　

　

　(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末
(平成21年12月31日)

純資産の部の合計額(千円) 428,041 495,719

普通株式に係る純資産額(千円) 400,946 471,335

差額の主な内訳(千円) 　 　

　新株予約権 27,095 24,384

普通株式の発行済株式数(株) 18,041 18,041

普通株式の自己株式数(株) 3,235 3,235

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数(株)

14,806 14,806

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日 
 至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間 
(自　平成22年１月１日 
至　平成22年３月31日)

１株当たり四半期純利益 1,866.02円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、希薄化効果を有している潜在株式がないため
記載しておりません。

 

１株当たり四半期純利益 5,238.58円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―円

 
　　　　　同　　左

　

(注)　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日 
 至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日 
至　平成22年３月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 25,010 77,562

普通株式に係る四半期純利益(千円) 25,010 77,562

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 13,403 14,806

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

新株引受権１種類(新株
引受権の目的となる株式
の数70株及び新株予約権
８種類(新株予約権の数
1,203個)

新株予約権10種類(新株
予約権の数1,786個)
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(重要な後発事象)

　　該当事項はありません。

　

２【その他】

　

(１)　平成22年２月10日開催の取締役会において、平成21年12月31日の最終の株主名簿に記録さ

　　　れた株主に対し、次のとおり記念配当を行うことを決議いたしました。

　　　　①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　148,060千円

　　　　②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　 　　10,000円

        ③支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成22年３月12日

　

　

　

（２）子会社のトゥギャザー株式会社に対して、株式会社国際コミュニケーションサービスから提起さ

れていた訴訟につき、平成20年５月30日に東京地方裁判所において、平成21年３月12日には東京高等裁判

所においてトゥギャザー株式会社の勝訴判決が言い渡されましたが、最高裁判所への当該判決に対する

上告及び上告受理申立てがなされたため、本裁判は引き続き継続することとなります。　　
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年５月14日

　株式会社ガイアックス

　取締役会　御中

　

ビーエー東京監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　原　　　　伸之　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　車田　　　英樹　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ガイアックスの平成21年1月1日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第1四半期連結累計期

間（平成21年1月1日から平成21年3月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対

照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。

この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。 　

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対

して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に

公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続によ

り行われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ガイアックス及び連結子会社の

平成21年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。 

　

追記情報 

　重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成21年4月1日の報酬委員会及び執行役会において、ストック

・オプションとして新株予約権を付与することを決議している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年５月13日

　株式会社ガイアックス

　取締役会　御中

　

ビーエー東京監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　原　　　　伸之　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　車田　　　英樹　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ガイアックスの平成22年1月1日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期

間（平成22年1月1日から平成22年3月31日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成22年1月1日から平成22

年3月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び

四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対

して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に

公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続によ

り行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ガイアックス及び連結子会社の

平成22年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。

　

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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